
様式２－１  ［継続事業分］                                                                                                                                                          １／３ 

平成２８年度事業別評価調書（チェックリスト） 

整理番号 １０２ 事業名 
交付金事業(道路)(再生
・復興) 

補 助
単独 

 地 区 名 
(事業箇所名) 

会津縦貫南道路４工区 一般国道１１８号 
           （小沼崎バイパス） 

関 係 
市町村名 

下郷町 
担当部（局） 
課（室）名 

土木部 
道路整備課 

 評価の対象となる理由 第１項第４号：評価実施から５年

を経過し継続中の事業 

 
前回（平成２３年度） 
評価時の対応方針 

 
委員会からの提言：事業継続 
付帯意見：なし 

 
県の対応方針：事業継続 

事業根拠法・要綱等の名称 道路法第１２条 
 
 
 
 
事 
 
 
 
業 
 
 
 
の 
 
 
 
概 
 
 
要 
 
 
 

 ［事業目的及び全体計画］ 

 （１）事業目的 

      国道１１８号（小沼崎バイパス）は、「福島県総合計画（ふくしま新生プラン）」及び「福

島県復興計画（第３次）」の「復興まちづくり・交流ネットワーク基盤強化プロジェクト」に位

置づけられ、県土の骨格となる６本の連携軸の会津軸を担い、本県の復興を強力に支援すると共

に、防災上危険な箇所及び異常気象時通行規制区間の解消を図るものである。  

（２）全体計画 

     ・延長：L=1.5km ・幅員：W=7.0(12.0)m             
     ・主要構造物：(仮)田代トンネル L=681.0m (仮)下郷大橋 L=342.5m  

［ ］は事業採択時、< >は平成 23 年度評価時 

事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
等
の
変
化 

［事業に関する社会経済情勢］（特記すべき事項） 

（１）現在の状況 

1)県土の骨格となる 6本の連携軸の会津軸を担い、本県の復興を強力に支援する重要な路線である。 

2)当バイパスの現道には、H8 防災点検要対策箇所が２箇所(岩石崩壊、雪崩)存在している。また、異

常気象時通行規制区間(120mm 連続雨量)では、過去に通行止めが発生しており、幹線道路としての

安全性･定時性が求められている。 

3)南会津地方から高次医療施設(会津若松市)への搬送時間が１時間以上要していることから、救急救

命アクセスの向上が求められている。 

4)会津地方の観光拠点の周遊化促進により、会津地方の地域振興を図ることが求められている。 

   特に、平成 20 年 9 月の国道２８９号甲子道路開通に伴い、周辺観光地では観光客が増加し、秋の   

行楽シーズンなどには現国道１１８号の交通渋滞により、地域生活に障害となっていることか   

ら、その解消が求められている。 

5)緊急輸送道路第一次確保路線に位置付けられ、災害発生時に県内の広域的な輸送に不可欠な緊急輸

送道路ネットワーク構築のため、早期整備が必要である。 

 （２）変化の有無     有・無 

 （３）変化の内容 

 （４）地域の協力体制等 

     ・早期整備に対する地域の熱意が高い事業である。 
     ・地元下郷町においても道路整備に対する協力体制が整っている。 
 ［事業に関連する評価指標等］                                                                
 （１）主要な評価指標の変化                                                                  

 
事業の採択年度 

 
H14 

 
完成目標年度 

<H31> 
H32 

 
用地着手年度 

 
H19 

 
工事着手年度 

 
H22 

事 
業 
費 
（ 
百 
万 
円 
） 

 
全体事業費 
(うち用地費) 

 
これまでの 
投資事業費
合   計 

  
これまでの年度別投資実績(28年度は見込額である。)  

左の財源内訳又
は負担割合 

 
 ～25年度 

  
26年度 

  
27年度 

  
28年度 

<6,570> 

7,539 

 

[(180)] 

<(125)> 

(193) 

1,650 
(183) 

国  55% 
県  45% 
市町村 
その他 

1,358 

(172) 

86 

(2) 

206 

(9) 

568 

(2) 

 
 
  

評価指標（算式） 
事業採択時(H14) 評価実施時(H28) 

増減（＋－） 備 考 

 

 
 
事 
 
業 
 
の 
 
進 
 
捗 
 
状 
 
況 

進捗率 事業費ベース 21.9％ 用地費ベース  94.8％  供用延長 km （％）    0km（0%） 現況 完成時 現況 完成時 

［整備の状況］ 

 平成 22 年度までに約半分の用地取得を完了し、残りの用地についても概ね合意形成は図られて 

いる。平成 22 年度から工事にも着手したところである。 

［事業実施上の課題や問題点、今後の事業見通し］ 

 地形条件により特殊な構造形式を有する(仮)下郷大橋の詳細な調査設計や、用地交渉に時間を要し

た。そのため、進捗率が低く完成目標年度を延期しているが、用地の合意形成は図られ平成 22 年度

に工事着手、(仮)下郷大橋も平成 26 年度に工事着手したところであり、今後順調に進捗する見込み

であることから、早期供用が図られるよう事業を推進する。 

 ［関連事業の進捗状況］ 

  ・会津縦貫北道路（若松北バイパス）      ：平成 28 年度補助事業として新規事業化 

   ・会津縦貫北道路（喜多方 IC～会津若松北 IC 間）：L=約 13km 平成 27年 9月供用開始 

  ・会津縦貫南道路５工区            ：L=約 11km  平成 27 年事業化 

H8防災点検要対策箇所 ５箇所 回避 ２箇所 回避 -３箇所  

異常気象時通行規制区間 2.4km 解消 2.4km 解消 ±0  

 
 （２）その他特記すべき事項                                                                  
     ・現況交通量(H22)   9,041台／日  
     ・将来交通量(H42)  9,934台／日  
                                                                                             
  [環境への影響等]   
      希少野生動植物の情報に基づく対応    実施 ・ 未実施（           ） 
                 
 （１）環境への影響内容とその対策  

  ・環境影響評価(H15～H18) 平成 18 年 10 月公表 

   騒音(自動車の走行)  環境保全措置：トンネル内の吸音板の採用 
   動物・生態系(猛禽類) 環境保全措置：工事実施前の繁殖状況調査の実施 
 （２）その他特記すべき事項 

・平成18年の環境影響評価調書（案）公表時に事業反対の意見書提出があったが、学識経験者等で構
   成される環境検討会において指導等を受け、継続的な環境調査や必要に応じた保全措置を行いなが
   ら事業進めることについて確認を受けている。                                   

 
 
 

みなし進捗率=(B)/(A)=29.7%＜70 %  投資済事業費(B)=1,650 (百万円)  
  
  

みなし事業費(A) = 全体事業費 7,539 × 14年   ＝ 5,555(百万円) 
                   (全体工期 19 年)  経過年数 

    評 価       Ａ、  Ｂ、  Ｃ         評 価       Ａ、  Ｂ、  Ｃ 
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様式２－２  ［継続事業分］                                                                                                                                                          ２／３    
平成２８年度事業別評価調書（チェックリスト） 

 
 
 
 
 
 
地
元
住
民
・
受
益
対
象
者 
及
び
関
係
機
関
の
意
向 
 
 
 
 
 

 
【地元住民・受益対象者の意向】 
(1) 事業採択時の状況 

現道区間は、幅員が狭く、急カーブが連続し、さらには落石、雪崩等の危険の高い道路であるこ

とから、地元住民を始め南会津地域住民から早期の改良が望まれていた。 

（全幅員 W＝6.5ｍ、曲線半径 R=40～90ｍ） 

また、地元各種団体が南会津地方地域交流フォーラムを平成 10 年度から毎年開催し、毎回多数 

の参加があり、早期整備の気運が非常に高かった。 

 

 (2) 評価実施時の状況         

平成 20 年 9 月の国道２８９号甲子道路開通に伴い、周辺観光地では観光客が増加している。ま 

た、平成 22 年度から工事に着手したところであり、これまで以上に事業の促進及び早期の供用が 

地域から強く要望されている。 

 

【関係機関・団体の意向】 

 (1) 事業採択時の状況                                                                     

会津縦貫南道路整備促進期成同盟会、国道 121 号改良促進期成同盟会、会津方部商工観光団体協 

議会、会津総合開発協議会、南会津地方町村会、南会津地方町村議会議長会など多数の団体から要

望がされていた。 

                                                                                          

 (2) 評価実施時の状況                                                                     

 引き続き、会津縦貫南道路整備促進期成同盟会、国道 121 号改良促進期成同盟会、会津方部商工 

観光団体協議会、会津総合開発協議会、南会津地方町村会、南会津地方町村議会議長会など多数の

団体から要望がされている。(H27.10.20) 

地元観光・商工団体や下郷町等では行楽シーズンなどの渋滞に対して、県と連携して迂回路案 

内看板の設置や渋滞情報の提供などを行い、観光拠点の魅力向上を図り地域の活性化に積極的に 

取り組んでいる。 

 
計 
画 
変 
更 
の 
必 
要 
性
・
コ 
ス 
ト 
縮 
減 
や 
代 
替 
案 
立 
案 
等
の
可
能
性 
 

 
【計画変更の必要性】 
 (1) 必要性の有無     有  ・  無 
 
    
 
 
 
 (2) 計画変更の理由及び内容 
 
 
 
 
                                                
                                             
 【代替案立案の可能性】 
 
 なし 
 

  
【コスト縮減の取組等（特記すべき事項）】     
 ・再生路盤材等の利用を積極的に進める。 

 ・発生土の他工事への流用を積極的に進める。 
 

 
 

 
 

 
 評 価  

 
  Ａ、  Ｂ、  Ｃ 

総
合
評
価 

 
【総合評価と対応方針案】                                                                  
 (1) 総合評価  
  

事業を取り巻く環境は特に変化しておらず、事業採択時と同様の効果発現、及び今後の順調な進
捗が見込まれることから、現計画のとおり整備を進める必要がある。 

                                                                            

 評 価 Ａ、  Ｂ、  Ｃ 

 
 
費
用
対
効
果
分
析
等
の
要
因
の
変
化 
 

 
【費用対効果分析等】 
(1) 手 法 
     「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月 国土交通省道路局都市・地域整備局街路交通 
   施設課長、国土交通省道路局企画課長通達）による。 
(2) 費用対効果の変化 
       ［前回評価時］                     ［今 回 評 価 時        ］ 
 
       424.24+104.06+35.55億円                      372.95+83.54+25.12億円 

 
 
 (2) 対応方針及び今後の事業の進め方 
 

 対応方針案 事業継続 

 

今後の事業 
 の進め方 計画的な投資により、事業を推進する。   B/C= 245.88+6.53億円  = 2.23         B/C= 260.42+7.10億円 ＝1.80 (>1.0) 

                                               
    
【費用の変化等で特記すべき事項】 
地質調査の結果、（仮）田代トンネルの補助 
工法が必要となったため事業費増加。 

【需要効果の変化等で特記すべき事項】 
将来交通量減少に伴い、便益も減少している。 

  
 
 (3) 事業見直し継続、休止、中止する場合の対応 
 

 
評 価 Ａ、  Ｂ、  Ｃ 
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様式２－３    ［継続事業分］  ３／３

平成２８年度事業別評価調書（チェックリスト）
［位置図］及び［事業概要図］

至 会津美里町

至 会津美里町

至 会津高原

至 会津若松市

至 西若松

下郷町役場

大川ダム

野

塔
の
へ
つ
り

至 須賀川市

塔のへつり駅

（一）

♨
湯
野
上
温
泉

１１８ 下郷町

Ｎ

H22 8,447台/日

異常気象時通行規制区間

L=2.9㎞（連続120㎜以上）

（仮）田代トンネル
L=681.0m

（仮）下郷大橋

L=342.5mH22 9,041台/日

H42 9,934台/日

2号橋
L=116.0m

2号トンネル

L=2,582.0m

3号トンネル

L=1,544.0m

3号橋

L=29.0m

4号トンネル
L=465.0m

4号橋
L=230.0m

5号橋

L=50.0m H42 10,608台/日

6号橋

L=76.0m

会津縦貫南道路（４工区） L=9.8㎞

小沼崎ﾊﾞｲﾊﾟｽ
おぬまざき

L=1.5㎞

湯野上ﾊﾞｲﾊﾟｽ
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郷
町
大
字
塩
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南
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字
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陦

（起）

ゆのかみ

H22 1,580台/日

H22 8,805台/日

(一)

(一)
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ご
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ま
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お
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う
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あ
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ご
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ま
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下

会
郷

津

線

本
郷

陦
田

島
線

高

上
会
津

田

湯

線

高

Ｎ

小沼崎バイパス、湯野上バイパス

至 南会津町

至 南会津

至 白河市

１１８ １２１

２８９

L=8.3㎞

再 評 価 箇 所

う ち 供 用 中

国 道 （ 供 用 中）

現 道

県 道 （ 供 用 中）

市 町 村 道

市 街 地

H8防災点検要対策箇所

凡　　例

▲　▲　▲

1,5001,750 3,500 3,500 1,750

12,000
標準横断図

下郷田島バイパス
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102-4

（別紙）

費 用 対 効 果 分 析

交付金事業（道路）（再生復興）（一般国道１１８号 小沼崎バイパス）

効果（便益）Ｂ Ｂ①＋Ｂ②＋Ｂ③
＝

費 用 Ｃ Ｃ①＋Ｃ②

［費用項目］
Ｃ①：道路整備に要する事業費 （工事費、用地費、補償費等の合計）
Ｃ②：道路維持管理に要する事業費 （道路維持費、道路清掃費、照明費、オーバーレイ費、その他（間接経費等）の合計）

［効果項目］
Ｂ①：走行時間短縮便益

道路の整備・改良が行われない場合の総走行時間費用から、道路の整備・改良が行われる場合の総走行時間費用を減じ、その差額を便益として
算出する。
総走行時間費用は、交通量、走行時間に時間価値原単位を乗じた値を整備効果がある路線全体で集計したもの。

Ｂ②：走行経費減少便益
道路の整備・改良が行われない場合の走行経費から、道路の整備・改良が行われる場合の走行経費を減じ、その差額を便益として算出する。
走行経費減少便益は、走行条件が改善されることによる費用の低下のうち、走行時間に含まれない項目を対象としている。
具体的には、燃料費、油脂費、タイヤ・チューブ費、車両整備費、車両償却費等の費用について、走行経費原単位(円／km／台)を用いて算出す
る。

Ｂ③：交通事故減少便益
道路の整備・改良が行われない場合の交通事故による社会的損失から、道路の整備・改良が行われる場合の交通事故による社会的損失を減じ、

その差額を便益として算出する。
交通事故の社会的損失は、運転者、同乗者、歩行者に関する人的損害額、交通事故により損壊を受ける車両や構築物に関する物的損害額及び事
故渋滞による損失額から算出している。

［考え方］
評価年度を基準年度として工事期間と供用開始後５０年間に生ずる効果額、費用額を算出し比較する。

計算
B①＋B②＋B③ 372.95+83.54+25.12 481.61億円

＝ ＝ ＝1.80（＞1.0）
C①＋C② 260.42+7.10 267.52億円
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